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新
入
学
児
童
の
ご
家
庭
へ

入
学
通
知
は
三
月
中
に

四
月
一
日
ま
で
に
は
、
新
し
く

一
年
生
に
な
る
お
子
さ
ん
の
入
学

期
日
と
学
校
が
指
定
さ
れ
、
各
ご

家
庭
に
通
知
さ
れ
る
は
ず
で
す
が

父
兄
の
住
所
変
更
な
ど
で
入
学
通

知
が
こ
な
か
っ
た
り
、
指
定
校
が

間
違
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

こ
の
入
学
手
続
き
の
基
礎
と
な

る
学
令
簿
は
、
1
2
月
1
日
現
在
で

住
民
登
録
の
住
民
票
か
ら
作
成
さ
れ

ま
す
の
で
1
2月
2
日
以
後
に
住

所
が
変
っ
た
場
合
、
保
護
者
の
方

は
、
す
ぐ
に
教
育
委
員
会
へ
届
け

出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た

事
務
上
の
手
落
ち
か
ら
通
知
も
れ

に
な
る
こ
と
も
絶
対
に
な
い
と
は

い
え
ま
せ
ん
か
ら
、
変
だ
と
思
わ

れ
た
ら
進
ん
で
区
教
育
委
員
会
へ

申
し
出
て
下
さ
い
。

ま
た
、病
弱

、発
育
不
完
全
、
知

能
の
低
い
お
子
さ
ん
な
ど
、
や
む

を
得
な
い
理
由
で
就
学
出
来
な
い

場
合
は
、
就
学
義
務
を
猶
予
ま
た

は
免
除
さ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
場
合
は
教
育
委
員
会
へ
ご
相

談
の
上
指
示
を
う
け
て
下
さ
い
。

新
学
期
を
ひ
か
え

増
改
築
急
ぐ
学
校

今
年
、
入
学
す
る
小
学
校
一
年

生
は
、
約
六
千
五
百
人
、
中
学
へ

進
学
す
る
予
定
者
は
約
九
千
人
も

い
ま
す
。

新
し
い
傾
向
と
し
て
、
集
団
住

宅
の
建
設
な
ど
で
地
区
的
に
児
童

生
徒
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
で
す

し
た
が
っ
て
、
区
で
も
発
展
し

て
ゆ
く
地
区
の
学
校
の
教
室
を
増

設
し
た
り
、分
校
を
新
設
し
た
り
、

こ
ゝ
数
年
間
は
学
校
建
設
に
全
力

を
あ
げ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
二
七
校
で
一
三
六
教
室

も
増
築
、新
築
し
、八
四
教
室
を

改
築
し
ま
し
た
が
、目
下
西
新
井

小
学
校
な
ど
十
四
の
小
中
学
校
が

教
室
の
新
増
改
築
を
急
い
で
い
ま

す
。(
写
真
は
四
月
開
校
を
め
ざ
し

て
工
事
を
急
ぐ
西
新
井
小
分
校
)

下
水
や
ド
ブ
川
を

ゴ
ミ
か
ら
守
ろ
う

足
立
区
内
に
は
区
が
管
理
し
て

い
る
下
水
や
ド
ブ
川
(
公
共
溝
渠
)

が
六
一
七
本
も
あ
り
、こ
れ
の
延

長
は
実
に
一
九
万
四
千
五
百
メ
ー

ト
ル
に
も
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

区
土
木
課
で
は
、
年
々
増
加
す

る
住
宅
に
そ
な
え
、
ま
た
水
害
防

除
の
上
か
ら
こ
の
下
水
や
ド
ブ
川

の
改
修
を
区
内
各
所
で
行
な
っ
て

い
ま
す
。

昨
年
は
大
谷
田
、本
木
、興
野
、

下
沼
田
の
各
町
な
ど
の
溝
渠
を
改

修
し
、千
住
堀
、梅
田
堀
、竜
井

堀
な
ど
大
き
な
水
路
は
昨
年
に
引

き
つ
ゞ
い
て
工
事
を
し
て
い
ま

す
。そ
の
外
、二
ツ
家
町
、小
右

衛
門
町
、
五
反
野
駅
付
近
な
ど
で

も
こ
の
改
修
工
事
を
急
い
で
い
ま

す
し
、
近
く
本
木
堀
も
再
び
着
手

し
ま
す
。

こ
の
区
内
を
縦
横
に
流
れ
る
下

水
や
ド
ブ
川
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

暗
渠
(
地
下
排
水
路
)
で
な
い
た

め
、
雨
や
風
で
ド
ロ
が
流
れ
込
み

ま
す
の
で
、
土
木
課
で
は
失
業
対

策
事
業
で
区
内
各
地
の
ド
ブ
や
下

水
を
堀
り
下
げ
て
い
ま
す
が
、
何

分
に
も
数
多
く
、手
間
も
か
ゝ
り
、

区
内
全
部
の
水
路
を
断
え
ず
く
ま

な
く
さ
ら
う
こ
と
は
困
難
な
実
状

に
あ
り
ま
す
。

区
内
各
町
会
で
も
、こ
の
よ
う

な
実
状
か
ら
清
掃
日
を
き
め
、下

水
の
清
掃
を
熱
心
に
行
な
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
が
、ど
う
に
も

手
に
負
え
な
い
よ
ご
れ
た
ド
ブ
川

は
区
土
木
課
ま
で
ご
連
絡
下
さ
れ

ば
実
状
を
調
査
の
上
な
る
べ
く
早

め
に
ド
ブ
さ
ら
え
を
す
る
よ
う
に

い
た
し
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
も
、ま
ず
ゴ
ミ

を
捨
て
な
い
よ
う
、ゴ
ミ
が
落
ち

込
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
ご
協

力
下
さ
い
。

( 排水路のドロさらい下沼田町で)
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国民年金
☆
ご
存
じ
で
す
か

準
母
子
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

い
ま
ま
で
の
福
祉
年
金
は
、
老
令
、
障

害
、
母
子
の
三
種
類
で
し
た
が
、
こ
ん
ど

準
母
子
福
祉
年
金
と
い
う
新
ら
し
い
年
金

が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
義
務
教
育
の
終
っ
て
い
な
い
孫

を
養
っ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
、
ま
た
義
務

教
育
の
終
っ
て
い
な
い
弟
や
妹
を
養
っ
て

い
る
お
姉
さ
ん
と
い
う
よ
う
な
、
ほ
と
ん

ど
母
子
家
庭
と
変
ら
な
い
状
態
に
あ
る
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
年
金
額
は
一
二
〇
〇
〇
円

で
、
養
っ
て
い
る
孫
や
弟
妹
が
二

人
以
上
い
る
と
き
は
二
人
目
か
ら
一

人
あ
た
り
年
額
二
四
〇
〇
円
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

ご
近
所
に
こ
の
よ
う
な
家
庭
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
知
え
て
あ
げ
て

下
さ
い
。

死
亡
し
た
人
の
年
金
で
未
だ

支
給
さ
れ
て
い
な
い
分
は
遺

族
に
支
給
さ
れ
ま
す

い
ま
ま
で
福
祉
年
金
を
も
ら
っ

て
い
た
人
が
、
そ
の
支
払
時
期
が

こ
な
い
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
う

と
、
そ
の
未
払
い
の
年
金
は
も
ら

え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
ん
ど
か

ら
、い
っ
し
ょ
に
暮
し
て
い
た
配

偶
者
、
子
、
父
母
、
祖
父
母
、
兄

弟
姉
妹
の
う
ち
こ
の
順
序
で
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
こ
の
未
支
給
の
福
祉
年
金
は

六
カ
月
以
内
に
請
求
し
な
い
と
も

ら
え
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、
福
祉
年
金
は
本
人
が
生

前
に
請
求
し
て
い
た
こ
と
が
必
要

で
す
か
ら
、
ま
だ
福
祉
年
金
を
請

求
し
て
い
な
い
方
は
お
早
く
出
し

て
下
さ
い
。

福
祉
年
金
と
区
民
税
の

申
告
に
つ
い
て

福
祉
年
金
を
受
け
て
い
る
方
は

毎
年
6
月
に
所
得
状
況
届
を
出
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
さ
い
区
民
税
の
申
告

を
忘
れ
て
い
ま
す
と
、
こ
の
届
の

審
査
が
で
き
ず
、
し
い
て
は
本
年
9

月
の
年
金
の
支
払
い
に
間
に
合

わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

区
民
税
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
出
し

て
下
さ
い
。

き
よ

出
年

金
の

加
入
届
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

足
立
区
内
で
き
よ
出
制
国
民
年

金
に
加
入
さ
れ
た
方
は
、
一
月
末

現
在
で
約
七
万
四
千
人
で
す
。

区
役
所
で
は
、
加
入
対
象
者
の

方
全
部
が
加
入
し
、
将
来
も
れ
な

く
年
金
が
も
ら
え
る
よ
う
、
ま
だ

加
入
届
を
し
て
い
な
い
方
の
家
庭

を
訪
問
し
て
、
加
入
届
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
全
部
の
方
を
完
全
に

訪
問
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
不
可

能
な
こ
と
な
の
で
、
次
の
条
件
に

該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
加
入
届
を

し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
く
お
届

け
下
さ
い
。

な
お
、
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
方
が
届
け
出
を
忘
れ
て
お
り

ま
す
と
将
来
ど
こ
か
ら
も
年
金
が

も
ら
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
下
さ
い
。

1
　
国
民
年
金
に
加
入
す
る
人

2
0
才
以
上
(
明
治
4
4
年
4
月
2

日
以
後
に
生
れ
た
方
に
限
る
)

の
方
で
、
ほ
か
の
公
的
年
金
制

度
に
加
入
し
て
い
な
い
方

2
　
自
分
の
希
望
で
加
入
す
る
か

し
な
い
か
を
き
め
ら
れ
る
人
、

こ
れ
を
任
意
加
入
者
と
い
ゝ
ま

す
が
、
こ
の
方
は
次
の
よ
う
な

方
で
す
。

イ
、
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年

金
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
の

配
偶
者
。

ロ
、
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年

金
制
度
か
ら
年
金
を
受
け
ら
れ

る
か
、
又
は
受
け
る
資
格
の
あ

る
方
と
そ
の
配
偶
者
。

ハ
、
大
学
・
高
等
学
校
の
学
生

(
た
ゞ
し
夜
間
部
、
定
時
制
、

通
信
制
な
ど
の
在
学
者
は
除
か

れ
ま
す
)

3
　
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
、
こ
れ
を
強
制
加
入
者

と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
方

た
ち
は
1
に
該
当
し
、
2
の
条

件
に
該
当
し
な
い
方
々
で
す
。

◇
一
等
パ
ブ
リ
カ
大
当
り

区
商
連
で
景
品
引
換
え
◇

昨
年
末
に
区
と
共
催
で
行
な

わ
れ
た
区
商
連
の
一
九
六
一
年

ゴ
ー
ル
デ
ン
セ
ー
ル
は
、
従
来

各
商
店
会
ご
と
に
行
な
っ
て
い

た
福
引
を
一
本
化
し
て
千
五

百
万
円
に
の
ぼ
る
景
品
で
名

実
共
に
豪
華
大
売
出
し
を
行

な
い
ま
し
た
。

こ
の
抽
せ
ん
会
は
去
る
一

月
六
日
区
役
所
で
行
な
わ
れ

二
月
六
日
ま
で
に
景
品
の
引

換
え
を
行
な
い
ま
し
た
が
、

超
デ
ラ
ツ
ク
ス
景
品
の
百
万

円
投
資
信
託
は
つ
い
に
当
選

者
が
名
乗
り
で
ず
、一
等
の

パ
ブ
リ
カ
も
四
台
の
う
ち
二

台
、
葛
飾
区
の
木
下
さ
ん
(
3
9

才
)
豊
島
区
の
平
林
さ
ん
(
6
1

才
)
が
引
換
に
来
た
だ

け
で
し
た
が
、
こ
の
当
選
者
は
買

い
物
は
足
立
区
に
限
る
と
大
変
な

ご
満
悦
。

引
換
締
切
ま
で
に
つ
い
に
現
わ

れ
な
か
つ
た
景
品
代
は
目
下
関
係

者
で
公
共
施
設
に
寄
附
し
よ
う
と

相
談
中
。

(
写
真
は
大
当
り
の
木
下
さ
ん
)

新
生
活
は
栄
養
か
ら

「
新
生
活
は
ま
ず
家
庭
料
理
か

ら
、
安
く
て
栄
養
価
の
高
い
お
献

立
を
」
と
い
う
わ
け
で

、
2
月
1
3

日
か
ら
2
6日
ま
で
各
出
張
所
管
内

六
カ
所
で
新
生
活
運
動
の
一
環
と

し
て
お
料
理
講
習
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。

う
ず
ら
卵
の
ス
ー
プ
う
ど
ん
。

洋
風
茶
わ
ん
む
し
な
ど
三
種
類
の

お
料
理
、
一
通
り
見
て
覚
え
た
ら

メ
モ
を
片
手
に
す
ぐ
実
習
。
さ
て

お
母
さ
ん
方
の
お
手
並
み
は
?

「ちよっとした工夫がお味を引立て、食欲を
そゝります」と栄養士から手ほどきをうける
第18出張所管内のお母さんたち
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区
内
の
歯
医
者
さ
ん
で
　
―
国
保
―

歯
の
無
料
検
診
が
受
け
ら
れ
ま
す

☆
私
た
ち
は
、
か
ら
だ
の
ど
こ
が
悪
る
く
て
も
こ
ま

り
ま
す
が
、
歯
も
ま
た
同
じ
で
す
。
歯
が
悪
い
た
め

に
栄
養
障
害
を
お
こ
し
た
り
思
い
も
よ
ら
な
い
病
気

に
な
っ
た
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
歯
を
美
し
く

丈
夫
に
保
つ
こ
と
は
あ
な
た
の
健
康
を
守
り
、
ご
家

庭
の
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

足
立
区
の
国
民
健
康
保
険
で
は

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
を
お

守
り
す
る
意
味
で
、
こ
の
た
び
足

立
区
歯
科
医
師
会
の
協
賛
を
得
て

次
の
と
お
り
歯
の
無
料
検
診
を
行

な
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
そ
ろ
っ
て
ご
利
用
下
さ
い

1
　
実
施
期
間
　
3
月
1
日
か
ら

3
1日
ま
で
(
日
曜
日
を
除
く
診

療
時
間
中
)

2
　
取
り
扱
う
と
こ
ろ
　
足
立
区

歯
科
医
師
会
加
入
の
歯
医
者
さ

ん
(
入
口
に
表
示
が
し
て
あ
り

ま
す
)

3
　
持
参
す
る
も
の
　
被
保
険
者

証
、
印
鑑

国
民
健
康
保
険
料
の

計
算
は
こ
の
よ
う
に

昭
和
3
7年
度
の
国
民
健
康
保
険

料
の
納
額
告
知
書
を
四
月
上
旬
に

お
送
り
し
ま
す
が
、
保
険
料
は
前

年
度
と
同
じ
よ
う
に

均
等
割
　
一
人
に
つ
き
六
百
円

所
得
割
　
昭
和
3
6年
度
特
別
区
民

税
額
の
九
五
%

の
合
計
額
を
十
二
回
に
割
つ
て
毎

月
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
納
額
告
知
書
に
つ
い
て
、

ご
不
審
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

区
役
所
国
民
健
康
保
険
課
ま
で
お

問
合
せ
下
さ
い
。

電
話
(
8
8
8
)
二
一
五
一
(
代
表
)

な
お
、
保
険
料
は
い
ま
ま
で
ど

お
り
毎
月
職
員
が
集
金
に
伺
い
ま

す
。こ

の
保
険
料
は
皆
さ
ん
の
医
療

費
な
ど
に
当
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

区
で
は
こ
の
医
療
費
を
、
月
平
均

三
千
万
円
近
く
も
お
医
者
さ
ん
に

支
払
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
か
皆
さ
ん
の
医
療
費
と
な

り
ま
す
保
険
料
の
納
入
に
ご
協
力

下
さ
い
。

第
十
二
出
張
所
改
築
な
る

か
ね
て
庁
舎
改
築
の
た
め
宮
城

小
学
校
内
に
仮
移
転
し
て
い
ま
し

た
第
十
二
出
張
所
は
、
先
ご
ろ
完

成
し
ま
し
た
の
で
、
2
月
1
9日
か

ら
宮
城
町
一
八
(
旧
所
在
地
)
の

新
庁
舎
で
執
務
し
て
い
ま
す
。

電
話
は
従
前
ど
お
り
(
9
1
1
)
二
三
一

七
。
(
写
真
は
同
出
張
所
)

住
宅
に
つ
い
て
の
相
談
は

都
民
住
宅
相
談
係
へ

最
近
住
宅
問
題
に
関
す
る
相
談

が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
都
住
宅
局
で
は
新
し
く
都
民

サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
住
宅

相
談
係
を
設
け
ま
し
た
。
住
宅
に

関
す
る
問
題
で
お
困
り
の
方
は
ぜ

ひ
一
度
ご
利
用
下
さ
い
。

場
所
　
住
宅
局
総
務
部
庶
務
課
住

宅
相
談
係
、
電
話
(
2
0
1
)
五
二
一
一
　

内
線
四
四
二
七
～
九
(
国
電
東

京
駅
又
は
有
楽
町
駅
下
車
都
第

二
庁
舎
左
側
分
庁
舎
の
一
階
)

時
間
　
(
イ
)
一
般
　
技
術
相
談
は
毎

日
午
前
9
時
3
0分
よ
り
午
後
5

時
ま
で
(
但
し
土
曜
半
日
、
日

曜
祭
日
は
休
み
)

(
ロ
)
法
律
相
談
は
毎
日
1
時
よ
り

4
時
ま
で
(
土
・
日
曜
祭
日
は

休
み
)

相
談
の
内
容

(
1
)
都
営
住
宅
の
入
居
手
続

(
2
)
住
宅
建
設
資
金
の
融
資
申
込

み
に
つ
い
て

(
3
)
住
宅
公
団
及
び
住
宅
普
及
協

会
で
つ
く
っ
た
宅
地
に
つ
い

て
(
4
)
住
宅
公
団
な
ど
の
分
譲
住

宅
譲
り
受
け
申
込
み

(
5
)
借
地
、
借
家
並
び
に
建
設
業

者
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
者

の
こ
と
に
つ
い
て

(
6
)
住
宅
建
設
に
つ
い
て
の
建
築

基
準
法
や
都
市
計
画
法
な
ど

の
法
律
、
並
び
に
建
築
技
術

上
の
指
導
相
談

各
種
相
談
所
の
ご
案
内

区
で
は
区
民
の
皆
さ
ん
の
よ
い

相
談
相
手
と
な
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
専
門
家
に
よ
る
無
料
相
談
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。

法
律
相
談
―
担
当
は
弁
護
士

▲
借
地
借
家
・
相
続
・
金
銭
貸

借
・
離
婚
・
親
子
扶
養
・
登
記
・

農
地
・
戸
籍
・
交
通
事
故
・
刑
事

事
件
な
ど
法
律
全
般
。

☆
毎
月
第
3
木
曜
日
1
時
～
4
時

☆
足
立
区
産
業
振
興
館
相
談
室

☆
毎
月
第
3
水
曜
日
1
時
～
4
時

☆
足
立
区
梅
島
支
所
会
議
室

保
護
相
談
―担

当
は
保
護
監
査
官

▲
お
子
さ
ん
の
非
行
や
不
良
性

に
お
困
り
の
方
、
刑
を
お
え
出
所

し
た
お
子
さ
ん
の
相
談
な
ど
保
護

に
関
す
る
全
般
。

商
工
相
談
―
担
当
は
相
談
員

▲
金
融
融
資
、
経
理
経
営
、
取

引
な
ど
全
般
。

税
務
相
談
―
担
当
は
税
理
士

▲
所
得
税
、
法
人
税
、
事
業
税

固
定
資
産
税
、
区
民
税
な
ど
税
金

の
こ
と
全
般
。

以
上
保
護
・
商
工
・
税
務
相
談
は

☆
毎
週
木
曜
日
1
時
～
4
時

☆
足
立
区
産
業
振
興
館
相
談
室

一
般
相
談
―
担
当
は
相
談
員

▲
家
事
に
関
す
る
相
談
全
般

☆
毎
日
午
前
9
時
～
午
後
4
時
(

土
曜
半
日

、
日
曜
祭
日
休
み
)

☆
足
立
区
産
業
振
興
館
事
務
室

人
権
身

の
上
相

談
―

担
当
は
人
権
擁
護
委
員
、
法

務
局
、
区

▲
人
権
を
お
か
さ
れ
た
り
、
日

常
生
活
の
も
め
ご
と
で
悩
ん
で
い

る
方
を
保
護
し
た
り
、
指
導
し
た

り
し
ま
す
。

☆
毎
月
2
2
日
(
当
日
が
日
曜
の
と

き
は
月
曜
日
)
1

時
～
4
時

☆
足
立
区
産
業
振
興
館
相
談
室

教
育
相
談
―
担
当
は
東
大
教

育
相
談
所
員
、
心
理
学
者
、
小

児
科
医
、
精
神
科
医
な
ど

▲
知
能
の
低
い
お
子
さ
ん
、
身

体
の
不
自
由
な
お
子
さ
ん
、
行

動
や
性
格
に
異
状
の
あ
る
お
子

さ
ん
な
ど
の
教
育
指
導
や
相
談

☆
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

午
前
1
0時
～
午
後
4
時

☆
千
寿
第
四
小
学
校
内
教
育
相
談

所
(
北
千
住
東
口
下
車
4
分
)

中
小
企
業
相
談
―
担
当
は

東
京
商
工
会
議
所
経
営
改
善
普

及
員

▲
小
規
模
事
業
者
の
経
営
及
び

技
術
の
改
善
と
発
達
を
は
か
る
た

め
、
生
産
技
術
一
般
・
法
規
・
資

材
・
金
融
・
税
務
・
経
理
・
経
営
・

労
務
・
店
舗
設
計
・
社
会
保
険
・

特
許
・
意
匠
・
貿
易
・
取
引
・
開

業
・
転
業
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

☆
毎
日
午
前
9
時
～
午
後
5
時

(
土
曜
半
日
、
日
曜
祭
日
休
み
)

☆
足
立
区
役
所
経
済
課
内

中
小
企
業
相
談
所
足
立
区
支
所



区 政 の お 知 ら せ 第126号 ( 4)

柳
原
町
が
一
・
二
丁
目
に
分
か
れ

3
月
1

日
か
ら
新
町
名
新
番
地
で

い
ま
ま
で
の
柳
原
町
は
番
地
が
不
揃
い
で
あ
っ
た
た
め
に
、
わ

か
り
に
く
ゝ
大
変
不
便
で
し
た
が
、
地
番
整
理
係
で
は
こ
ん
ど
町

を
通
称
疎
開
道
路
で
南
北
二
つ
に
分
け
、
南
を
柳
原
一
丁
目
、
北

を
同
二
丁
目
と
改
め
、
番
地
も
わ
か
り
よ
く
し
ま
し
た
。

こ
の
地
域
に
お
住
い
の
方
は
、
戸
籍
、
住
民
登
録
及
び
土
地
台

帳
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
、
次
の
こ
と
を
ご

承
知
下
さ
い
。

な
お
、
出
張
所
の
所
管
区
域
は
変
り
ま
せ
ん
。

整
理
さ
れ
た
区
域

下
の
図
を
ご
覧
下
さ
い
。

戸
籍
に
つ
い
　
(

こ
の
地
区

に
本
籍
の
あ
る
方
の
み
)

戸
籍
の
本
籍
地
番
更
正
は
区
役

所
だ
け
で
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

戸
籍
課
か
ら
町
名
地
番
変
更
申
出

書
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
か
ら
、

記
入
の
上
出
張
所
へ
お
出
し
下
さ

い
。但

し
お
急
ぎ
の
場
合
は
直
接
区

役
所
戸
籍
課
窓
口
で
更
正
の
手
続

き
を
し
て
下
さ
い
。

住
民
登
録
に
つ
い
て

出
張
所
で
取
り
扱
っ
て
い
る
住

民
登
録
、
印
鑑
登
録
及
び
配
給
台

帳
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の
係
で
新
し

い
町
名
地
番
に
書
き
替
え
ま
す
か

ら
別
に
手
続
き
は
い
り
ま
せ
ん
。

土
地
や
家
屋
は

東
京
法
務
局
足
立
出
張
所
(
登

記
所
)
で
取
り
扱
っ
て
い
る
土
地

台
帳
及
び
登
記
簿
は
物
件
を
表
示

す
る
町
名
地
番
だ
け
職
権
で
訂
正

さ
れ
ま
す
が
、
所
有
者
の
住
所
は

本
人
の
申
告
に
よ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
住
所
訂
正
を
申

告
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

但
し
家
屋
台
帳
の
修
正
に
つ
い

て
は
登
記
所
が
職
権
で
訂
正
す
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
本
人
の

修
正
申
告
が
必
要
で
す
。

そ
の
他
の
関
係

都
税
事
務
所
、
保
健
所
及
び
福

祉
事
務
所
な
ど
の
関
係
に
つ
い
て

は
特
別
の
場
合
を
除
き
そ
れ
ぞ
れ

の
関
係
す
る
所
で
書
き
替
え
ま
す

か
ら
別
に
手
続
き
は
い
り
ま
せ
ん

町
名
地
番
変
更
の

証
明
に
つ
い
て

自
動
車
の
車
検
、
運
転
免
許
証

な
ど
の
住
所
訂
正
等
の
手
続
き
、

そ
の
他
町
名
地
番
変
更
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
き
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
方
に
は
、
こ
れ
に
必

要
な
町
名
地
番
変
更
の
証
明
書
を

第
二
出
張
所
、
ま
た
は
区
役
所
総

務
課
、
梅
島
支
所
地
番
整
理
係
な

ど
で
当
分
の
間
無
料
発
行
し
ま
す

た
ず
ね
人

民
生
課
で
は
次
の
方
の
消
息

を
た
ず
ね
て
い
ま
す
。

こ
の
方
た
ち
は
引
揚
者
や
旧

軍
人
遺
族
で
引
揚
者
国
庫
債
券

や
遺
族
給
与
金
証
書
が
交
付
さ

れ
て
い
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
転

出
先
が
不
明
の
た
め
に
お
渡
し

で
き
ず
に
い
ま
す
。
心
あ
た
り

の
方
は
民
生
課
(
8
8
8
)
二
一
五
一
(

代
)
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

(
1
)
昭
和
3
3
年
9
月
1
0
日
現
在
、

梅
島
町
三
三
番
地
に
お
住
い

だ
っ
た
　
伊
東
昭
さ
ん
(
3
3

才
)

(
2
)
昭
和
3
5
年
4
月
2
7
日
現
在
栗
原

町
一
一
七
六
番
地
に
住
ん
で
い

て
同
年
7
月
4
日
荒
川
区
三
河

島
八
丁
目
に
転
出
さ
れ
た
は
ず

の
西
村
今
朝
登
さ
ん
(
3
2才
)

(
3
)
昭
和
3
4
年
1
月
2
2
日
現
在
千
住

仲
町
一
一
九
番
地
斉
藤
荘
に
住

ん
で
い
て
昭
和
3
5年
6
月
2
6日

に
西
新
井
町
四
八
〇
番
地
公
団

住
宅
に
転
出
さ
れ
た
は
ず
の

小
島
よ
し
さ
ん
(
4
4才
)

以
上
三
人
の
方
々
。

犬
猫
の

死
体
は

飼
犬
や
猫
が
死
に
ま
す
と
、
ど

ち
ら
で
も
そ
の
死
体
の
処
理
に

困
り
ま
す
が
、
次
へ
連
絡
す
れ

ば
す
ぐ
に
処
理
し
て
く
れ
ま
す

荒
川
区
三
河
島
町
八
の
二
三
九
三

K
・
K
武
田
化
製
場

電
話
(
8
9
1
)
二
四
一
八
・
二
三
五
三

手
数
料
は
二
百
円

ま
た
道
路
上
に
死
ん
で
い
る
野

犬
が
あ
り
ま
し
た
ら

堤
南
地
区
は
　
区
土
木
課

電
話
(
8
8
8
)
二
一
五
一
(
代
)

堤
北
地
区
は
　
土
木
出
張
所

電
話
(
8
8
1
)
三
一
六
八
・
四
七
六
九

へ
連
絡
下
さ
れ
ば
取
片
付
け
ま

す
。

急
告
!
!

児
童
扶
養
手
当
の
請
求
は
お
済
み
で
す
か

厚
生
省
で
は
満
1
5才
未
満
の
子

供
を
養
育
し
い
る
母
親
な
ど
男
手

の
な
い
家
庭
の
養
育
者
に
児
童
扶

養
手
当
を
支
給
す
る
た
め
、
請
求

書
を
受
付
中
で
す
。
次
の
よ
う
な

方
は
一
応
区
役
所
民
生
課
福
利
係

へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

(
1
)
　
離
婚
し
て
、
父
親
が
い
な
い

家
庭
の
児
童

(
2
)
　
父
親
が
死
亡
し
た
家
庭
の
児

童
(
3
)
　
な
お
ら
な
い
病
気
や
ケ
ガ
で

父
親
が
働
け
な
い
状
態
に
あ
る

家
庭
の
児
童

(
4
)
　
父
親
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

い
家
庭
の
児
童

な
ど
に
あ
て
は
ま
る
お
子
さ
ん
が

い
た
ら
是
非
申
し
出
て
下
さ
い
。

た
だ
し
次
の
よ
う
な
方
た
ち
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

(
1
)
　
児
童
や
養
育
者
が
日
本
国
民

で
な
い
と
き

(
2
)
　
国
外
に
住
ん
で
い
る
人

(
3
)
　
母
子
年
金
な
ど
公
的
年
金
の

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

人
(
4
)
　
養
育
に
当
っ
て
い
る
人
が
、

前
年
に
十
三
万
円
を
こ
え
る
所

得
が
あ
っ
た
場
合
(
こ
の
場
合

こ
の
所
得
は
児
童
一
人
に
つ
き

三
万
円
づ
つ
加
算
さ
れ
ま
す
)

と
な
っ
て
い
ま
す
。


